
様式第１号（第 5条関係） 

年  月  日 

 

葛巻町長 様 

申請者 住所                 

 

氏名               ○印 

 

電話番号               

 

若者定住家賃補助金交付申請書 

 

 若者定住家賃補助金の交付を受けたいので、葛巻町若者定住家賃補助金交付要網第５条の規定に

より申請します。 

 なお、世帯の住民登録、税金等の納付状況、その他家賃等に係る事項について、必要に応じて町

が調査することに同意します。 

氏 名 続柄 年齢 生年月日 職業、勤務先、学校等 

 

 

世 

 

帯 

 

員 

     

     

     

     

     

     

賃貸住宅等の名称  

家賃月額 

（a） 

基準額 

(b) 

補助対象額(a)-(b) 

（c） 
補助月額(c)×1/2 

     円 30,000円 

        

円 

 

 

円 

（※上限額 10,000 円） 

申 請 期 間 年  月   ～   年  月   

添 付 書 類 

・賃貸借契約書の写し（家賃の金額が明記されているもの） 

・住民票謄本 

・滞納がないことの証明書（18歳以上の世帯員全員分） 

・誓約書（様式第 2号） 

・就労証明書（様式 3号） 

・就労申立書（様式４号）※農業、自営行の場合 

 ※この申請書に記載した個人情報は、他の用途に使用することはありません。 



 

様式第２号（第６条関係） 

年  月  日 

 

 

葛巻町長 様 

 

申請者 住所                

 

氏名             ○印  

 

電話番号              

 

 

誓 約 書 

 

 

私は、葛巻町若者定住家賃補助金の交付を申請するにあたり、町の発展に協力する意思をもって

町内に居住することを誓約します。 

 なお、転出又は居住の実態がないと町が判断した場合や、税金等を滞納した場合には補助金の交

付決定の取消しを承諾します。また、既に補助金の交付を受けている場合は、町が指示する額を返

還します。 

  



様式第 3号（第５条関係） 

 

 

 

就 労 等 証 明 書 

 

                           

住  所  

氏  名  

生年月日  

   

 

 

  上記の者について、当事業所において就労していることを証明します。      

              

記 

   

就労（雇用）契約（予定）期間   年  月  日  ～     年  月  日 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

                                                  

                    証明者 住  所：                

 

                        職・氏名：              印 

 

                                           電話番号：    （  ）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

就 業 申 立 書 

 

  私は、現在、下記のとおり就業していることを申し立てます。 

                   

記 

   

就業（事業）の内容  

就業（事業）開始時期   年  月  日 

 

  令和  年  月  日 

 

  葛巻町長 様 

 

                                                  

                    申立人 住  所：                

 

                        職・氏名：              印 

 

                                           電話番号：    （  ）        

 

 

 

〈第三者証明〉 

 

私は、上記申立人の申立内容が、事実と相違ないことを証明します。 

 

証明人 住 所                

 

    氏 名                

     

    電 話                

 

※この証明は、就業申立人の申し立て内容が事実と相違ないことを、第三者に証明いただくもので

あり、この証明行為によって、後日債務等を負うことは一切ありません。 

※この証明は、隣人、自治会長、同業者、事業の取引先等、申立人の仕事を把握できる方から証明

をいただいてください。 

 

 


